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豊田法人会
公益社団法人

法人会では会員の皆さまに、より有意義な団体である
ため、元プロテニスプレイヤーの杉山愛さんを起用した
ポスターを制作し、認知度アップと会員数の拡大に努め
てまいります。
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　平成28年度の法人会全国大会が、10月

20日（木）全国から関係者が多数出席する中、

長崎県で開催されました。

　第１部の記念講演では、演題「地方が生き残

るために～長崎　その歴史　その魅力　その

未来～」で、長崎総合科学大学教授のブライア

ン・バークガフニ氏による講演が行われました。

　続いて第２部の式典では、全国法人会連合

会 池田弘一会長の挨拶、及びご来賓の皆様方

からご祝辞を頂戴しました。

　その後、「平成29年度税制改正に関する提

言」の趣旨説明等がありました。提言事項の要

約は次ページ以降です。

全国大会

長崎ブリックホール

税制改正要望大会
10月20日（木）平成28年

第 回法人会

長崎大会
33
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◯基本的な課題

Ⅰ. 税・財政改革のあり方

平成29年度 税制改正に関する提言（要約）

1.財政健全化に向けて 2.社会保障制度に対する
　基本的考え方○　消費税率１０％への引き上げ再延期は、２０１７年４月

から２０１９年１０月へと２年半の大幅なものとなっ
た。これにより、我が国の財政健全化目標には狂いが
生じることになった。

○　国民の将来不安を増幅させないためには、財政規律
を引き締め直し、改めて歳出、歳入両面からの強力な
改革が求められる。

（１）消費税率１０％への引き上げは、財政健全化と社会保
障の安定財源確保のために不可欠である。国民の将
来不安を解消するために、「社会保障と税の一体改
革」の原点に立ち返って、２０１９年１０月の税率引き
上げが確実に実施できるよう、経済環境の整備を進
めていくことが重要である。

（２）２０１８年度の財政健全化中間目標の設定に伴い、歳
出面では１８年度までの３年間で政策経費の増加額
を１.６兆円（社会保障費１.５兆円、その他０.１兆円）程
度に抑制する目安を示した。今回の骨太の方針では、
消費税率引き上げ延期で中間目標数字への言及が
なかったが、この政策経費の抑制は確実に行うべきで
ある。

（３）財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳入の一体的
改革によって進めることが重要である。歳入では安易
に税の自然増収を前提とすることなく、また歳出につ
いては、聖域を設けずに分野別の具体的な削減の方
策と工程表を明示し、着実に改革を実行するよう求め
る。

（４）消費税についてはこれまで主張してきたとおり、税率
１０％程度までは単一税率が望ましいが、政府は税率
１０％引き上げ時に軽減税率制度を導入する予定と
している。仮に軽減税率制度を導入するのであれば、
これによる減収分について安定的な恒久財源を確保
するべきである。

（５）国債の信認が揺らいだ場合、金利の急上昇など金融
資本市場に多大な影響を与え、成長を阻害すること
が考えられる。市場の動向を踏まえた細心の財政運
営が求められる。

○　持続可能な社会保障制度の構築は喫緊の課題であ
り、「給付」を「重点化・効率化」によって可能な限り抑
制するとともに、適正な「負担」を確保する必要があ
る。

（１）年金については、「マクロ経済スライドの厳格対応」
「支給開始年齢の引き上げ」「高所得高齢者の基礎年
金国庫負担相当分の年金給付削減」等、抜本的な施
策を実施する。

（２）医療については、成長分野と位置付け、大胆な規制改
革を行う必要がある。給付の急増を抑制するために
診療報酬（本体）体系を見直すとともに、ジェネリック
の普及率８０％以上を早期に達成する。

（３）介護保険については、制度の持続性を高めるために
真に介護が必要な者とそうでない者にメリハリをつ
け、給付のあり方を見直す。

（４）生活保護については、給付水準のあり方などを見直
すとともに、不正受給の防止などさらなる厳格な運用
が不可欠である。

（５）少子化対策では、現金給付より保育所や学童保育等
を整備するなどの現物給付に重点を置くべきであ
る。なお、子ども・子育て支援等の取り組みを着実に推
進するためには安定財源を確保する必要がある。

（６）企業の過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害し
ないような社会保障制度の確立が求められる。
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Ⅱ. 経済活性化と中小企業対策

3.行政改革の徹底
○　「行革の徹底」には、地方を含めた政府・議会が「まず
隗より始めよ」の精神に基づいて自ら身を削ることが
何より必要である。

（１）国・地方における議員定数の大胆な削減､歳費の抑制。
　　　

（２）厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員削減
と、能力を重視した賃金体系による人件費の抑制。

（３）特別会計と独立行政法人の無駄の削減。

（４）積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。

１．法人実効税率について
○　ＯＥＣＤ加盟国の法人実効税率平均は約２５％、アジ
ア主要１０カ国の平均は約２２％となっており、これら
と比較すると依然として税率格差が残っている。当面
は今般の法人実効税率引き下げの効果等を確認しつ
つ、将来はさらなる引き下げも視野に入れる必要が
ある。

２．中小企業の活性化に資する
　税制措置
（１）中小法人に適用される軽減税率の特例１５％を時限

措置（平成２９年３月３１日まで）ではなく、本則化す
る。なお、直ちに本則化することが困難な場合は、適
用期限を延長する。また、昭和５６年以来、８００万円
以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金額
を、少なくとも１，６００万円程度に引き上げる。

（２）租税特別措置については、税の公平性・簡素化の観点
から、政策目的を達したものや適用件数の少ないも

4.消費税引き上げに伴う対応措置

５．マイナンバー制度について

○　軽減税率は何と言っても事業者の事務負担が大きい
うえ、税制の簡素化、税務執行コストおよび税収確保
などの観点から問題が多く、税率１０％程度までは単
一税率が望ましいことを改めて明確にしておきたい。

○　税率引き上げに向けては消費税制度の信頼性と有効
性を確保する観点からも、以下の対応措置が重要で
ある。

（１）現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置法」
の効果等を検証し、中小企業が適正に価格転嫁でき
るよう、さらに実効性の高い対策をとるべきである。

（２）消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重
要な課題となる。消費税の制度、執行面においてさら
なる対策を講じる必要がある。

のは廃止を含めて整理合理化を行う必要はあるが、
中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置
は、以下のとおり制度を拡充し、本則化すべきであ
る。なお、中小企業投資促進税制の適用期限が平成２
９年３月３１日までとなっていることから、直ちに本則
化することが困難な場合は、適用期限を延長する。

　①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡
充したうえ、「中古設備」を含める。　

　②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
については、損金算入額の上限（合計３００万円）を
撤廃する。

（３）中小法人課税について、適用される中小法人の範囲
（現行　資本金１億円以下）を見直すことが検討され
ているが、資本金以外の「他の指標（例えば、所得金
額や売上高）」を使用した場合、毎年度金額が変動す
る、業種や企業規模によってそれぞれ指標を定める
必要がある等、経営面で混乱が生じることが予想され
る。このため、中小企業の活力増大と成長の促進に資
する観点からも慎重に検討すべきである。

６．今後の税制改革のあり方
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平成29年度 税制改正に関する提言（要約）

３．事業承継税制の拡充
○　我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の
活性化や雇用の確保などに大きく貢献しており、経済
社会を支える基盤ともいえる存在である。その中小
企業が相続税の負担等により事業が継承できなくな
れば、我が国経済社会の根幹が揺らぐことになる。

（１）事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承
継税制の創設事業に資する相続については、事業従
事を条件として他の一般財産と切り離し、非上場株式
を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは控除す
る、欧州並みの本格的な事業承継税制の創設が求め
られる。

（２）相続税、贈与税の納税猶予制度について要件緩和と
充実
①株式総数上限（３分の２）の撤廃と相続税の納税猶
予割合（８０％）を１００％に引き上げる。

②死亡時まで株式を所有しないと猶予税額が免除さ
れない制度を、５年経過時点で免除する制度に改
める。

③対象会社規模を拡大する。

（３）親族外への事業承継に対する措置の充実

（４）取引相場のない株式の評価の見直し円滑な事業承
継に資する観点から、比較対象となる上場株式の株
価のあり方や比準要素のあり方を見直すことが必要
である。

○　地方活性化には、国と地方の役割分担を見直し、財政
や行政の効率化を図る地方分権をさらに進めねばな
らないが、同時に現在推進中の地方創生戦略の深化
も極めて重要である。その共通理念として指摘してお
きたいのは、地方の自立・自助の精神である。

○　ふるさと納税制度で一部に見られるような換金性の
高い商品券や高額または返礼割合の高い返礼品を
送付するなどの過度な競争には問題があり、適切な
見直しが必要である。

○　異常な水準にまで悪化した我が国財政を考えると、
国だけでなく地方の財政規律の確立も欠かせない。
とくに、国が地方の財源を手厚く保障している地方交
付税の改革をさらに進め、地方は必要な安定財源の
確保や行政改革についても、自らの責任で企画・立案
し実行していく必要がある。

（１）地方創生では、さらなる税制上の施策による本社機
能移転の促進、地元の特性に根差した技術の活用、地
元大学との連携などによる技術集積づくりや人材育
成等、実効性のある改革を大胆に行う必要がある。

（２）広域行政による効率化の観点から道州制の導入につ
いて検討すべきである。基礎自治体（人口３０万人程
度）の拡充を図るため、さらなる市町村合併を推進
し、合併メリットを追求する必要がある。

（３）地方においても、それぞれ行財政改革を行うために、
民間のチェック機能を活かした「事業仕分け」のよう
な手法を広く導入すべきである。

（４）地方公務員給与は、国家公務員給与と比べたラスパ
イレス指数（全国平均ベース）が是正されつつあるも
のの、依然としてその水準は高く、適正水準に是正す
る必要がある。そのためには国家公務員に準拠する
だけでなく、地域の民間企業の実態に準拠した給与
体系に見直すことが重要である。

（５）地方議会は、大胆にスリム化するとともに、より納税
者の視点に立って行政に対するチェック機能を果た
すべきである。また、高すぎる議員報酬の一層の削減
と政務活動費の適正化を求める。行政委員会委員の
報酬についても日当制を広く導入するなど見直すべ
きである。

Ⅲ. 地方のあり方
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○　東日本大震災については、本年４月から「復興・創生期
間（平成２８年度～３２年度）」に入ったが、被災地の復
興、産業の進展はいまだ道半ばである。今後の復興
事業に当たってはこれまでの効果を十分に検証し、予
算を適正かつ迅速に執行するとともに、原発事故へ
の対応を含めて引き続き、適切な支援を行う必要が
ある。また、被災地における企業の定着、雇用確保を
図る観点などから、実効性のある措置を講じるよう求
める。

○　本年４月に起こった熊本地震についても、東日本大震
災の対応などを踏まえ、適切な支援と実効性のある
措置を講じ、被災地の確実な復旧・復興の実現に向け
て取り組まねばならない。

○　今後も大規模な災害が発生すると予想されているこ
とから、「大規模自然災害を想定した税制」の整備に
ついて検討することも必要であろう。

Ⅳ． 震災復興

Ⅴ． その他
１．納税環境の整備 ２．租税教育の充実

▷法人税関係
１．役員給与の損金算入の拡充
（１）役員給与は原則損金算入とすべき
（２）同族会社も利益連動給与の損金算入を認めるべき
２．公益法人課税

▷所得税関係
１．所得税のあり方
（１）基幹税としての財源調達機能の回復
（２）各種控除制度の見直し
（３) 個人住民税の均等割
２．少子化対策

▷相続税・贈与税関係
１．相続税の負担率はすでに先進主要国並みである

ことから、これ以上の課税強化は行うべきでは
ない。

２．贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべき
である。

（１）贈与税の基礎控除を引き上げる。
（２）相続時精算課税制度の特別控除額（２,５００万

円）を引き上げる。

▷地方税関係
１．固定資産税の抜本的見直し
（１）商業地等の宅地を評価するに当たっては、より

収益性を考慮した評価に見直す。
（２）居住用家屋の評価は経過年数に応じた評価方法

に見直す。
（３）償却資産については、「少額資産」の範囲を国

税の中小企業の少額減価償却資産（３０万円）に
まで拡大する。また、将来的には廃止も検討すべ
きである。

（４）国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的
に応じて土地の評価を行っているが、行政の効率
化の観点から評価体制は一元化すべきである。

２．事業所税の廃止
３．超過課税
４．法定外目的税

▷その他
１．配当に対する二重課税の見直し
２．電子申告

税目別の具体的課題



豊田
法人会
だより
No.127

6

提

手
交

言

平成29年度 
税制改正に関する提言

平成29年度税制改正に

関する提言を当会小椋

邦彦税制委員長が右記

の方々に手交しました。

衆議院議員
古本伸一郎 氏

衆議院議員
八木　哲也 氏

豊田市長
太田　稔彦 氏

みよし市長
小野田賢治 氏

豊田市議会議長
近藤　光良 氏

みよし市議会議長
近藤　鋓男 氏

「障がい者就労支援セミナー」のご紹介
　豊田法人会ではＡＩＵ損害保険（株）と共催で、
今年の７月４日（月）に「障がい者就労支援セミ
ナー」を開催しました。
　３名の講師の方 （々山岡修氏・佐藤伸司氏・阪
田征彦氏）に以下のテーマにて説明および情報
を提供していただきました。
①障がい者雇用や就労支援に関する主な制度
や動向
②愛知県における障がい者雇用や就労支援の
現状と愛知県障がい者職業センターの役割
③雇用に留まらない知的障がい者の就労支援
の取り組み

　法律や単に情報だけでなく、実体験に基づい
たお話しを聞くことができ、受講者の方々にも好評
でした。
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　本年も年末調整の時期が近づいてまいりました。つきましては、年末調整等の具体的

な事務手続きなどについて、下記の日程で説明会を開催しますのでご案内申し上げます。

　なお、ご出席の際には、11月上旬に郵送でお届けする「年末調整のしかた」、「給与
所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」をご持参願います。

開 催 月 日 開 催 時 間 開 催 場 所 対　象　者

11月14日（月）

11月17日（木）

10：00～12：00

13：30～15：30

みよし市三好町小坂50

みよし市役所
3階研修室

豊田市小坂町12-100

豊田市民文化会館
（小ホール）

みよし市の方

豊田市の方で住所地
町名の頭文字が
「あ」から「た」の方

豊田市の方で住所地
町名の頭文字が
「ち」から「わ」の方

日程表

　年末調整では、配偶者控
除、配偶者特別控除、扶養
控除、保険料控除などの控
除が受けられますので、扶
養控除等申告書などを提
出して、これらの控除を正
しく受けてください。

年末調整は…

13：30～15：30

きっちり確認！
しっかり控除！
にっこり家族！

ご案内
平成28年分の平成28年分の

ご不明な点は豊田税務署 源泉所得税担当までお問い合わせください
TEL 0565-35-7776 （直通）

豊田税務署から

年末調整等説明会

●ご都合の悪い場合は、他の税務署が開催する会場にもご出席いただけます。
●他の税務署が開催する日程等については、国税庁ホームページ名古屋国税局コーナー
　【www.nta.go.jp/nagoya/index.htm】でご確認いただくことができます。
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　女性部会主催で社会貢献活動「チャ
リティ呈茶募金」を出展いたしました。
　たくさんの皆さまにご来場、ご協力
をしていただき、ありがとうございま
した。その会場風景を感謝の意も込め
てご紹介いたします。

とよた産業フェスタ2016
出展報告
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部会
女
性

活動
報告

花水木
女性部会の花

シンボルマーク
このマークは、女性部会の
8ブロックの強い絆を
表現しています。

（公社）豊田法人会女性部会

サマー講座を開催。

チャリティ呈茶を出展。

　防災講座では熊本地震救援として豊田市役所から指
揮にあたられました濱田様に現地での体験を基に安全対
策の強化、豊田市役所の最新防災システム、発生後の対
応等につきまして熱く語っていただきました。
　人的被害への備えとして日頃から家具の固定、配置を
考えて今一度地震対策に備えなければと思いました。

平成28年8月26日（金）

濱田　孝光 様
第１部 第2部

柴田　　茂 様
「署長講話」 「防災講座」

豊田税務署長 豊田市役所防災対策課

　署長様のお話の中、相続は「家族がいれば誰にでも起
こりうるもの」とあらためて考えさせられました。
　相続対策には「上手な節税対策」（無理な節税はケガ
のもと。常識の範囲内で。）
　「相続で揉めると」争族対策（避けたいものです。）
　署長様には家族の一大事（相続）が難しい説明になら
ないようユーモアを交えてお話しいただきました。

　9月に開催された「とよた産業フェスタ2016」にて2日間に
わたり、恒例となりましたチャリティ呈茶募金を出展しました。
　1日目はあいにくの天気となりましたが、多くの皆さまの協
力を得まして無事に終えることができました。
　わざわざ足を運んでいただいた皆さま、慣れないお茶会に
ご協力いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
　集まった募金につきましては、追って本誌にてご報告させ
ていただきます。

知って得する相続税
川柳・カルタで相続を考える

災害に備える　
熊本地震を体験して思う事

平成28年9月24日（土）・25（日）
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部会
青
年

青年部会は「税法、経理、経営」の相互
研究や会員相互の啓発・親睦を目的と
しています。次代を担う若手経営者、中
堅幹部社員のみなさん。我々と共に新
しい未来に向けて研鑽しましょう。

活動
報告 新入会員

募集中！
新入会員

募集中！
新入会員

募集中！
●詳しくは法人会事務局まで！

《年会費》3,000円

《会員資格》
豊田法人会員であ
る法人に属した50
歳以下の人

豊田商工会議所 2F

講演会を開催しました。
青年部会主催

第30回 法人会全国青年の集い『北海道大会in旭川』

（月）8
平成28年
月22日 16：30～18：00

新承伝 と革演題

豊田法人会副会長
講師 小島洋一郎 氏

平成28年9月8日（木）～平成28年9月9日（金）
会場：旭川大雪アリーナ、旭川地場産業振興センター、旭川市民文化会館　他
豊田法人会青年部参加人数：11名

大会スローガン〝Be Ambitious! Do Action”のもと、
多くの青年部会メンバーが一同に会し盛大に大会が開催された。
部会長会議テーマ
１．「税の使途（社会保障制度）について考える」
２．「租税教育活動への反映」

活動
報告

『IT技術による伝承と革新』のテーマのもと、企業
存続、発展の為にどのような視点で企業経営に取
り組むべきかをご講演頂いた。

参加者数／１１６名（会員／４３名、一般／７３名）
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新入会員

募集中！
から
の

豊田市 お
知
ら
せ

豊
田
市
役
所

プラグインハイブリッド車
電気自動車
燃料電池自動車

先進安全自動車

補助金制度
▶安心・環境のために

▶安心・安全のために

衝突被害軽減ブレーキ搭載車

（FCV）

（PHV）

（EV）

25万円上限

3万円
最大

※PHV、EVの場合

PHV／EV／FCVは電気で走行する環境に優しい自動車です。
PHVはハイブリッド車ですが、充電できるので電気のみでも走行で
きます。普通のハイブリッド車よりCO2や有害物質の排出は少なく、
より環境に優しい自動車です。EV／FCVはガソリンを全く使わない
ので走行時にCO2や有害物質は排出しません。

PHV／EV／FCVは環境に優しいだけでなく、災害などの非常時、
レジャーの時に電源としても活用できます。充電した電気で電化製
品が使用できるので、非常時などの照明や電気ポット等、「あったら
いいな」が可能になります。

非常時に電源として活用できる自動車！

「つい、うっかり」では許されない交通事故、「ごめんなさい」では許
されない交通事故、そんな事態になる前にあなたを守ってくれるの
が「先進安全自動車」です。ご家族のために、事故をおこさないため
に、先進安全自動車購入のご検討をお願いします。

ご家族のために、
交通事故をしないために！

環境に優しい自動車！

補助金の条件
◯豊田市に1年以上在住。
◯エコファミリーであること。
◯新車購入 など

補助金の条件
◯豊田市在住で満65歳以上の個人。
◯ご本人が使用する目的で新車購入。
◯車両本体価格（税抜）300万円以下 など

車両本体価格（税抜）の5％

充電設備費用（最大5万円）

外部給電設備費用（最大5万円）

補助金額
※FCVは上限33.5万円

購入

エコファミリーとは→

その他、購入利点
国補助金＋自動車税免税＋エコカー減税

＋

＋

補助金額

事業目的の
購入でもOKです。

豊田市内の法人である等、
いくつか条件があります。
詳しくはお問合せください。お問合せ

法人

豊田市環境政策課 TEL 0565-34-6650

お問合せ 豊田市交通安全防犯課 TEL 0565-34-6633

65歳以上の方対象

2万円 1万円

衝突被害軽減
ブレーキ搭載車

その他に、
安全装置をプラスすると

（平成28年度、29年度実施）

（対象車種例）プリウス/PHV　リーフ/EV　MIRAI/FCV
※車種・メーカーは問いません

（対象車種例）プリウス　アクア　タント
※車種・メーカーは問いません

※予算額が無くなりしだい終了します。

免税・減税＝約30万円
※車体価格280万円の場合

必須装置

上乗せ

※時速30km以下でのみ作動する
　装置を除く。

上限15万円

安心、安全、環境に優しい
次世代・先進安全自動車

※ハイブリッド車（HV）も
　外部給電設備設置で
　エコポイント1万円分！
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旭

　豊田法人会旭支部は、矢作
川上流域の旧旭町内を範囲に
会員数31法人、組織率は75.6％
（平成２８年５月３１日現在）で、
その主な活動として、講演会、税
務講習会視察研修会等の事業
の実施や地域社会貢献活動に
取り組んでいます。
　旭支部は笹戸温泉、小渡温
泉、榊野温泉を有する奥矢作温
泉郷の所在する愛知高原国定
公園の中にあり、中山間地域特
有の少子高齢化、過疎化の先
進地であり各会員は商工会、観
光協会、自治区、学校等の団体
に複数関わり各種事業・行事等
に参加し、地域コミュニティの維
持・推進に努めています。視察研
修会は、商工会、観光協会等へ
も参加を呼び掛け、参加募集要
項を一般住民にも開示し、多種
多様な分野の人と情報を共有し
交流を図っています。
　花火大会、各地区盆踊り大
会等にも会員が実行委員会に
入り、企画立案し、実際の運営
にも協力し、地区内の活性化を
図る様に、課題の掘り起しと解
決に向け、地域の企業として地
域の皆様と共働しています。

支部の紹介

旭高原 元気村

鈴木宜志
支部長

（株）榊建設

四季折々の美しい風景
▶表紙の写真

　豊田市の北東部、標高650ｍの愛知高原国定公園の中に旭高原元

気村は位置しています。豊田市中心部から車で約１時間。ここは多く

の自然に囲まれており、四季折々の美しい風景が広がっています。 

　春には、愛知県の木であるハナノキが自生しています。自生してい

るハナノキは大変珍しく、元気村内にも７本のみ確認されているだ

けです。春の花と秋の紅葉の時期には赤く染まる姿を見ることができ

るのでおすすめです。 

　夏シーズンにはキャンプやバーベキューをはじめ、さまざまなアウ

トドアアクティビ

ティを行うことがで

きます。

　土・日曜日、祝

日、GW、お盆の時

期にはふれあい動

物園も開業するの

で、ヤギやヒツジ、

馬やウサギなどに

ふれあえます。

　１２月初旬から３月末までの冬シーズンには雪の広場がオープン
し、そりすべりをしたり雪遊びをしたりする親子の姿がみられます。寒
さを忘れて子どもも大人も一緒になって１日中遊んでいます。

そり雪
１２月初旬から３月末まで
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　７月からキッズルームリニューアルし
ました。（利用料無料）
　室内用の滑り台や、ロディー、ままごと
用のキッチンセットやレゴ、木のつみき
など新しいおもちゃが加わり、レイアウト
も一新されました。
　書籍も新しく購入し、現在約100冊近
い、子供向けの絵本や、図鑑、小学生に
人気のサバイバルシーリーズの本があ
ります。

　旭には伝統に根付いた年中行事が多く、遠方
から人が集まるイベントも盛んに行われています。
春には、最光院梅園の紅白の梅、上中町のしだ
れ桃が咲き誇り、山里の町に圧巻の美しさを魅
せます。夏には、夢かけ風鈴、奥矢作温泉郷花
火大会inあさひ、小渡天王祭が行われ、小渡の
街並みに風鈴と花火の音色が響き渡り、暑い夏
を盛り上げます。秋には、笹戸温泉じねんじょ・もみ
じまつりが行われ、山菜の王様「じねんじょ」を味
わいながら笹戸公園の紅葉を楽しめます。
　このように旭には四季を通して様々な行事が
あります。自然と調和し、共存する山里の町なら
ではの四季折々の変化、風情豊かな景色をぜひ
ご覧下さい。

リニューアルオープン！
キッズ
　ルーム

旭地区の年間行事 開催時期 開催場所行　事　名

3月中旬
～下旬

日下部町 
最光院

上中町

小渡町

小渡町

小渡町

笹戸町 
笹戸会館

4月中旬
～下旬

11月下旬

8月15日

8月15日

7月中旬
～8月下旬

つくばの里梅まつり

上中のしだれ桃

小渡  夢かけ風鈴

小渡天王祭

奥矢作温泉郷
花火大会inあさひ

笹戸温泉じねんじょ・
もみじまつり

協力／旭高原元気村、旭観光協会

上中のしだれ桃 笹戸公園の紅葉
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▶個人住民税の特別徴収（給与天引き）のお願い
　個人住民税の特別徴収とは、事業主（給与支払者）が所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納
税義務者である従業員に代わって、毎月従業員（パート・アルバイト・役員等を含む）に支払う給与から
住民税（県民税＋市民税）を徴収し、納入していただく制度です。
　所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、地方税法第321条の４及び市の条例により個人住
民税を特別徴収の方法によって納めることとされています。
＜参考＞
　普通徴収とは…
　「特別徴収」以外に、市から送付される納税通知書又は納付書で個人が納付する方法（年４回）

▶個人住民税の特別徴収のメリット
　個人住民税の税額の計算は市が行いますので、所得税のように事業主の方が税額を計
算する必要はありません。
　また、従業員の方にとっては、年４回で納めていただく普通徴収に比べ、１回あたりの負担
軽減になります。

▶個人住民税特別徴収Q&A
Q　従業員から普通徴収で納めたいと言われるが…
A　従業員の希望により、普通徴収を選択することはできません。
　　特別徴収は、地方税法及び市条例により、義務づけられています。

Q　従業員の納税を普通徴収から特別徴収へ変更したいが…
A　具体的な手続きに関するお問い合わせは、従業員（納税義務者）の方がお住まいの、
　　各市個人住民税（特別徴収）担当課までお願いします。

愛知県豊田加茂県税
事務所からの お知らせ

連絡先／豊田加茂県税事務所（総務課）
電　話／0565-32-3383（ダイヤルイン）

市　名 担当課係名

豊 田 市

みよし市

市民税課個人第２担当

税務課市民税担当

電話番号

0565-34-6617（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

0561-32-8003（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）
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豊田税務署からのお知らせ

電子帳簿保存法における
スキャナ保存の要件が改正されました
　平成２８年度の税制改正により、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存
方法等の特例に関する法律施行規則（平成１０年３月３１日号外大蔵省令第４３号）」の一部が
改正され、いわゆるスキャナ保存の要件のうち一部が改正されました。

平成２８年度改正の概要
１ スキャナについて、
　「原稿台と一体型に限る」要件を廃止
　これまで、国税関係書類の読み取りを行うス
キャナについては、「原稿台と一体型に限る」と
いう要件がありましたが、この要件が廃止されま
した。

２ 領収書等の受領者等が
　　　　　読み取る場合の要件を整備
　領収書や請求書等について、その受領者や
作成者が読み取る場合、受領等後、その者が
署名の上、３日以内にタイムスタンプを付すこと
が要件とされました。
　また、この場合で、読み取る国税関係書類の
大きさがＡ４以下であるときは、大きさに関する
情報の保存が不要とされました。

３ 小規模企業者の特例を創設
　保存義務者は、いわゆる適正事務処理要件
（①相互けんせい、②定期的なチェック、③再発
防止策）に関して、事務手続や規程を整備する
とともに、これらに基づいた事務処理を行う必要
がありますが、保存義務者が小規模企業者の
場合で、②の「定期的なチェック」を税務代理人
が行うときは、①の「相互けんせい」の要件につ
いては不要となります。

例
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ご存知ですか？ 文書回答手続
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▶「給与所得者に対する注意事項」



▶相続税の申告が必要かどうかお悩みの方は・・・

相続税の申告要否判定コーナー
国税庁ホームページの

をご利用ください。国税庁 検索

18
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1月

12月

11月 9
9
9
10
10
10
10
12
14
15
16
16
17
17
18
18
21
22
22
24
24
25
25
25
28
28
29
1
2
5
6
6
8
11
15
16
21
11
13
16
17
18
18
19
20
23
24
24
25
27

水
水
水
木
木
木
木
土
月
火
水
水
木
木
金
金
月
火
火
木
木
金
金
金
月
月
火
木
金
月
火
火
木
日
木
金
水
水
金
月
火
水
水
木
金
月
火
火
水
金

日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

7:50
14:00
15:00
9:30
10:00
11:00
11:30

14:00
14:00
14:00
15:00
14:00
7:10

14:00
15:00
18:00
18:30
14:00
8:00
10:45
11:15
11:45
16:00
17:15
14:30

13:30
14:00
15:00
16:00
13:30

16:00
9:20
10:30
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
15:00
16:00
14:00
11:00
16:00
17:15
14:00
14:00

旭支部・視察研修会
法人税セミナー初級（第３回）
青年部会・正副部会長会議
H29年度 税制改正　提言要望<豊田市長>
H29年度 税制改正　提言要望<豊田市議会議長>
H29年度 税制改正　提言要望<古本衆議院議員>
H29年度 税制改正　提言要望<八木衆議院議員>
生活習慣病予防健診
資産税セミナー（第２回）
稲武支部・税務研修会
法人税セミナー上級（第３回）
納税表彰式
税務会計講座　第３回
下山支部・視察研修会
生活習慣病予防健診
広報委員会兼会報編集会議（第５回）
女性部会・税務署長を囲む会
上郷支部・税務研修会
上郷支部・講演会
女連協・情報交換会
七州支部・視察研修会
厚生委員会（第３回）
福利厚生制度推進連絡協議会
福利厚生制度推進連絡協議会懇談会
青年部会・税務署長を囲む会
青年部会・懇談会（情報交換会）
県連　税制講演会
愛知県法人会・運営研究会
高岡支部・税務研修会＆健康セミナー
業種別（自動車部会）税務研修会 大豊工業＆豊田鉃工
組織委員会兼支部長会議（第４回）
正副支部長会議（第２回）
業種別（自動車部会）税務研修会 鬼頭工業
青年部会・租税教育（てらこや税金クイズ）
女性部会・役員税務研修会
愛知県内事務局役職員研修
広報委員会兼会報編集会議（第６回）
総務委員会　第４回
法人税セミナー初級（第４回）
税務会計講座　第４回
決算期別説明会(12・1・2月）
正副会長会議（第２回）
常任理事会（第２回）
県連・第13回理事会、理事/委員合同賀詞交換会
法人税セミナー上級（第４回）
女性部会・新春講演会
理事会（第３回）
理事会・懇談会
決算と申告の仕方セミナー
専務理事等会議

浜松方面（うなぎパイファクトリー）
豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
豊田市役所　南庁舎2F市民税課
豊田市役所　南庁舎2F市民税課
古本衆議院議員　事務所
八木衆議院議員　事務所
高橋コミュニティセンター
豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204
稲武交流館
豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204
名鉄トヨタホテル
豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204
静岡方面
高橋コミュニティセンター
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
上郷交流館　ふれあいホール
上郷交流館　ふれあいホール
ホテルキャッスルプラザ
三重県伊賀方面
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204
キッチンこば軒（予定）
ウインクあいち
ホテルキャッスルプラザ
高岡農村環境改善センター　第１会議室
豊田商工会議所会館　2Ｆ　多目的201・202
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室403
鬼頭工業（株）
浄水小学校　体育館
ホテルトヨタキャッスル
半田方面
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204
豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204
豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室403
名鉄ニューグランドホテル
豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204
ホテルトヨタキャッスル
ホテルトヨタキャッスル
ホテルトヨタキャッスル
豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204
大同生命ビル ２Ｆ・ホテルキャッスルプラザ

日　　時 行　　事  （会　議） 開催場所
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紹介新会員 平成28年7月～10月
（株）ｅｉｇｈｔ
（株）ブラケニョス・コンサルティング 
（株）豊田画廊
ﾋｭｰﾏﾝﾘｿｼｱ(株) 中日本営業本部 豊田支社
（株）エー・ティー物流
（株）サンセルフ
（株）ヒラノ
（有）アイコーテック
（株）ごとう
（医）ときわぎ会　あさひが丘クリニック
（株）ジャパンライン
（有）ケーツー
トヨタホームリフォーム（株）
フューチャーワーク（株）
佳城自動車（株）
ダイショウ電気（有）
（株）フクヤマ

（株）那須鉄工所　第２工場
竹内工業（株）　豊田営業所
東海オートメンテナンス（株） 豊田工場
（株）山恵
（株）亀井商会
（有）おおぎもと
フジケイスタッフ（株）
（株）ダイセイ
（有）詳也
（株）丹羽電気
（株）ＪＵＮＫＥＮ
（有）原田建装
（有）岩城建設
（株）東郷技研
（株）Ｐ・Ａ・Ｓアシスト　みよし工場
（有）トーデン物流

キリトリ

平成 　 　 　 年 　 　 　 月 　 　 　 日

平成　　 年　　 月　　 日

会員名

登記事項等異動連絡票

異動事項

所 在 地

法 人 名

代 表 名

電話番号

FAX  No.
資 本 金

業 種 目
組織変更
決 算 期

そ の 他

変　　更　　前 変　　更　　後

公益社団法人
豊田法人会 宛

異動日

〒　　　─ 〒　　　─

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

万円 万円

月期 月期

※該当事項をご記入のうえ、豊田法人会事務局までご連絡願います。
（公社）豊田法人会  事務局／豊田市小坂本町1-25　豊田商工会議所会館 4F 受付

豊田中
豊田中
豊田中
豊田中
豊田中
高橋松平
高橋松平
高橋松平
高橋松平
七州
七州
豊南
豊南
豊南
猿投
猿投
高岡

高岡
上郷
上郷
足助
足助
足助
藤岡
藤岡
藤岡
藤岡
藤岡
みよし
みよし
みよし
みよし
みよし



豊田法人会
公益社団法人

〒471－0034 愛知県豊田市小坂本町１丁目25番地
（豊田商工会議所会館 4F）
Tel : 0565－33－1314   Fax : 0565－33－6230
E-mail  main@toyotahojinkai.or.jp

http://www.toyotahojinkai.or.jp
発行日／平成28年11月14日


